
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  寄附金の損金算入時期                   

Ｑ：寄附金は、いつの損金に算入したらい

いのですか？                                       

                                              

Ａ：次のように取り扱われます。 

【解説】 

寄附金とは、寄附金、拠出金、見舞金その

他いずれの名義をもってするかを問わず、金

銭物品その他の資産、又は経済的利益の贈与

または無償の供与をいい、寄附金の額は、金

銭の場合は金銭の額、金銭以外の寄附の場合

は贈与時の価額、経済的利益は供与時の価額

とされます。 

寄附金は、大きく分けて、①国または地方

公共団体に対するもの、②指定寄附金、③特

定公益増進法人に対するもの、一般の寄附金

に分けられ、①と②はその事業年度において

支出した寄附金の額の全額が損金算入されま

すが、③と④については、寄附金の額のうち

一定の額が損金に算入されることとなってい

ます。 

寄附金の損金算入時期は、実際に支払いが

あった日とされています。したがって、支払

手形で支払ったような場合は実際に支払いが

完了した日となりますし、未払い計上した寄

附金は実際に支払った日の損金となります。

また、仮払金等として経理した場合には、そ

の支払った事業年度において支出したものと

して取り扱われます。 
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